
『つながるカフェ』がはじまります！
 
 
当事務所の猪股、古城、鴨田弁護士らが参加している反貧困ネットワーク埼玉が主催しています。
 
生活保護を利用して生活している方が、ちょっと一息ついてほっとできる場所、そして生活保護を利用する人と支援をする人が交流できる
場所です。
 
相談もできます。
 
お気軽に、ご参加ください。
 
 
 
 
 
「つながるカフェ」ってどんなところ？
 
お茶やお菓子をつまみながら誰かとおしゃべりをしたり、何か困ったことがあったらちょっと相談できたり。
 
生活保護を利用して生活している方が、ちょっと一息ついてほっとできる場所、そして生活保護を利用する人と支援をする人が交流できる
場所です。
 
これから月に1回の開催を予定しています。
 
ぜひおひとりからお気軽にお立ち寄りください。
 
 
   とき：2015年9月11日(金)
           午後6:30～8:30
ところ：埼玉総合法律事務所　３階大会議室　　
 
※予約不要、参加費無料です。
 
 

https://saitamasogo.jp/archives/66716
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つながるカフェチラシ_設立.PDF
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